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は
じ
め
に

氐
族
苻
氏
に
よ
っ
て
建
国
さ
れ
た
前
秦
は
北
魏
や
北
周
と
並
ん

で
、
西
晋
と
隋
と
い
う
二
つ
の
全
国
統
一
政
権
の
間
で
、
混
乱
す
る

華
北
地
域
を
統
一
し
た
数
少
な
い
政
権
で
あ
り
、
五
胡
十
六
国
時
代

の
中
で
一
つ
の
画
期
を
作
り
出
し
た
政
権
で
も
あ
る）

1
（

。
こ
の
華
北
統

一
事
業
は
、
三
代
目
の
君
主
で
あ
る
苻
堅
に
よ
っ
て
、
一
代
で
成
し

遂
げ
ら
れ
た
。
な
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
苻
堅
政
権
へ
の
分
析
に
よ
っ

て
導
き
出
さ
れ
よ
う
。
果
た
し
て
苻
堅
政
権
は
他
の
五
胡
諸
国
と
如

何
に
違
う
の
か
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
五
胡
十
六
国
時
代

か
ら
北
朝
へ
の
展
開
を
見
る
上
で
、
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
有
用
で

あ
る
と
考
え
る
。

苻
堅
政
権
へ
の
理
解
に
つ
い
て
、
か
つ
て
谷
川
道
雄
氏
は
政
権
の

健
全
性
を
指
摘
さ
れ
た）

2
（

。
谷
川
氏
は
、
前
秦
に
先
行
す
る
五
胡
諸
国

で
あ
る
前
後
両
趙
や
前
燕
の
分
析
を
通
じ
て
得
た
、
皇
帝
権
力
の
私

権
化
か
ら
く
る
権
力
の
腐
敗
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
解
体
せ
し
め
た
と

い
う
点
が
、
前
秦
の
崩
壊
過
程
に
は
適
合
し
な
い
事
を
論
じ
て
お
ら

れ
、そ
の
差
異
の
存
す
る
理
由
を
苻
堅
の
徳
治
主
義
に
求
め
ら
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
鮮
卑
・
羌
と
い
う
服
属
さ
せ
た
種
族
の
社
会
結
合

原
理
や
、
谷
川
氏
の
言
う
宗
室
的
軍
事
封
建
制）

3
（

に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
宗
室
と
い
う
血
縁
の
結
合
原
理
、
と
い
っ
た
諸
原
理
を
超
え
る
も

の
を
苻
堅
が
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
の
徳
治
主
義
と
現
実
社

会
の
矛
盾
が
前
秦
崩
壊
の
主
た
る
理
由
で
あ
っ
た
、
と
論
じ
て
お
ら

れ
る
。

谷
川
氏
の
研
究
は
日
本
に
お
け
る
前
秦
研
究
の
基
を
形
作
っ
た
と

言
っ
て
良
い
。
そ
れ
以
後
の
研
究
の
推
移
と
し
て
は
、
ま
ず
鮮
卑
・

羌
の
問
題
に
つ
い
て
、
松
下
洋
巳
氏
は
前
秦
が
民
族）

4
（

融
合
を
促
進
し

つ
つ
も
氐
族
中
心
の
政
権
で
あ
っ
た
事
を
指
摘
し
た）

5
（

。
そ
の
一
方
で

藤
井
秀
樹
氏
が
、
淝
水
の
戦
い）

6
（

以
前
の
前
秦
で
は
、
種
族
的
差
別
感

を
見
出
す
事
の
出
来
る
政
策
が
無
い
と
さ
れ
て
い
る）

7
（

。
ま
た
藤
井
氏

集
刊
東
洋
学 
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は
別
稿
で
、
苻
堅
政
権
に
お
い
て
も
、
苻
堅
に
先
行
す
る
苻
健
・
苻

生
と
い
っ
た
諸
君
主
の
時
代
と
同
じ
く
宗
室
的
軍
事
封
建
制
の
存
在

を
想
定
し
、
苻
堅
が
そ
の
枠
内
で
集
権
化
を
果
た
そ
う
と
し
た
と
見

做
し
て
お
ら
れ
る）

8
（

。
ま
た
国
外
で
は
雷
家
驥
氏
が
前
秦
の
中
核
が
氐

族
で
あ
っ
た
事
を
指
摘
し）

9
（

、
別
稿
で
部
落
連
合
体
と
宗
室
的
軍
事
封

建
制
が
前
秦
の
本
質
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
お
ら
れ
る）

10
（

。
つ
ま
り
大
き

く
言
え
ば
、
前
秦
は
氐
族
が
中
心
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
で
二

種
類
の
見
解
が
打
ち
出
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
宗
室
に
つ
い
て
は
谷
川
氏
の

議
論
に
基
づ
き
つ
つ
、
軍
事
的
政
治
的
に
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
と

い
う
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

か
か
る
見
解
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
前
秦
を
通
し
て
、
特
に
軍

事
面
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
大
き
な
要
素
の
一
つ
と
し
て

宗
室
が
存
在
す
る
事
に
な
る
。
本
論
の
主
題
で
あ
る
苻
堅
の
治
世
下

に
お
い
て
、
そ
の
宗
室
が
同
時
多
発
的
に
反
乱
し
た
事
が
あ
る
。
そ

れ
は
三
六
七
年
に
発
生
し
、
一
年
余
に
亘
っ
て
継
続
し
た
前
秦
宗
室

の
一
斉
反
乱
で
あ
っ
た
。
こ
の
反
乱
は
挙
兵
し
た
宗
室
の
数
、
即
ち

晋
公
の
苻
柳
、
趙
公
の
苻
双
、
燕
公
の
苻
武
、
魏
公
の
苻
）
12
（

庾
の
四
名
、

か
ら
四
公
の
乱
と
も
呼
称
さ
れ
る）

13
（

。彼
ら
は
主
と
し
て
、苻
堅
が
ク
ー

デ
タ
ー
で
打
倒
し
た
先
代
の
君
主
苻
生
に
親
任
さ
れ
て
い
た
宗
室
達

で
あ
り
、
予
て
よ
り
反
乱
を
危
険
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、

果
た
し
て
苻
堅
に
対
し
て
挙
兵
し
た
。
こ
の
乱
は
苻
堅
即
位
後
に
起

こ
っ
た
反
乱
の
中
で
も
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
苻
堅
は
そ
れ

を
平
定
し
、
そ
の
後
、
前
秦
は
拡
大
路
線
に
転
ず
る
。
正
に
苻
堅
政

権
の
画
期
と
言
う
べ
き
事
変
で
あ
る
が
、
で
は
平
定
す
る
苻
堅
は
一

体
何
に
拠
っ
て
、
政
権
の
軍
事
的
な
基
盤
で
あ
る
は
ず
の
宗
室
を
平

定
す
る
に
至
っ
た
の
か
。
本
論
は
そ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
既
に

能
力
主
義
で
あ
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
苻
堅
政
権）

14
（

の
担
い
手
達

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
前
秦
苻
堅
政
権
の
在
り
様
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
の
末
尾
に
前
秦
苻
氏
の
系
図
を
掲
載

し
て
あ
る
。
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

一
．
四
公
の
乱
と
苻
堅
政
権

本
章
で
は
こ
の
反
乱
の
分
析
を
通
し
て
、
苻
堅
政
権
の
特
に
初
期

の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず
、
乱
に
至
る
ま
で
の
四
公
そ
れ
ぞ

れ
の
状
態
を
確
認
し
よ
う
。
苻
柳
と
苻
庾
は
、
苻
堅
の
先
代
に
当
た

る
苻
生
政
権
時
代
の
三
五
五
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
後
の
四
公
の
乱
時
の

挙
兵
地
に
出
鎮
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
移
動
は
確
認
で
き
な
い
。
苻

双
は
苻
堅
政
権
の
三
六
〇
年
に
安
定
に
出
鎮
し
て
お
り
、
そ
の
後
、

上
邽
に
転
任
し
た
と
思
し
い
。
苻
武
の
出
鎮
年
は
不
明
で
あ
る
が
、

苻
双
の
後
任
で
あ
ろ
う
。
苻
柳
と
苻
庾
は
四
公
の
乱
の
時
点
で
十
二

年
間
赴
任
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
出
鎮
先
を
反
乱
の
拠
点
に
で

き
る
よ
う
な
地
盤
を
作
る
に
は
十
分
な
時
間
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

か
か
る
情
勢
の
上
で
、
四
公
の
乱
は
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
細
か
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な
経
過
に
つ
い
て
は
、後
掲
の
年
表
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
事
と
し
、

こ
こ
で
は
概
略
の
み
を
示
そ
う
。
三
六
七
年
一
〇
月
に
四
公
の
乱
が

起
こ
っ
た
。
苻
柳
が
蒲
坂
で
、
苻
庾
が
陝
城
で
、
苻
双
が
上
邽
で
、

苻
武
が
安
定
で
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
兵
し
た
。
翌
三
六
八
年
一
月
に
苻
堅

は
征
討
体
制
を
整
え
、四
公
の
割
拠
し
た
各
地
に
軍
隊
を
派
遣
し
た
。

同
年
三
月
に
は
、
苦
戦
す
る
上
邽
、
安
定
方
面
へ
増
援
を
派
遣
す
る
。

七
月
に
は
苻
双
・
苻
武
を
斬
り
、
彼
ら
の
後
任
と
し
て
、
苻
雅
を
秦

州
刺
史
と
し
、
苻
丕
を
雍
州
刺
史
と
し
た）

15
（

。
九
月
に
蒲
坂
を
陥
落
さ

せ
、
苻
柳
を
斬
り
、
更
に
一
二
月
に
は
陝
城
も
陥
落
さ
せ
、
苻
庾
を

捕
殺
し
た
。
こ
こ
に
四
公
の
乱
は
完
全
に
平
定
さ
れ
る）

16
（

。
大
凡
の
推

移
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
乱
の
勃
発
背
景
に
つ
い
て
は
、

不
明
な
点
も
多
い
。
そ
も
そ
も
反
乱
の
動
機
を
語
っ
た
人
物
が
苻
庾

以
外
に
居
ら
ず
、
そ
の
苻
庾
も
「
兄
弟
が
反
乱
を
起
こ
し
、
自
身
の

身
に
危
険
が
降
り
か
か
る
と
思
い
加
担
し
た
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま

り
、反
乱
に
対
す
る
積
極
的
な
理
由
が
史
料
か
ら
は
見
い
だ
せ
な
い
。

さ
て
、
こ
の
四
公
の
乱
に
つ
い
て
、
藤
井
氏
は
反
乱
し
た
宗
室
を

排
除
し
、
そ
の
後
任
に
宗
室
を
据
え
る
事
に
よ
っ
て
、
宗
室
的
軍
事

封
建
制
の
上
部
構
造
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
と
す
る）

17
（

。
し
か
し
、
そ

も
そ
も
こ
の
一
連
の
騒
乱
か
ら
、
宗
室
的
軍
事
封
建
制
の
存
在
が
看

取
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
と
言
う
の
も
、
前
秦
に
つ
い
て
で
は
な
い
も
の
の
、
宗
室
的

軍
事
封
建
制
そ
の
も
の
に
対
し
て
批
判
的
な
見
解
も
存
在
し）

18
（

、
そ
れ

を
前
提
と
す
る
事
が
妥
当
で
あ
る
か
と
言
う
点
に
つ
い
て
、
改
め
て

確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
年
表
を
見

て
も
分
か
る
通
り
、
こ
の
時
に
苻
堅
の
味
方
を
し
て
い
る
人
物
は
、

そ
の
多
く
が
宗
室
で
は
な
い
。
し
て
み
る
と
、
苻
堅
は
い
っ
た
い
何

者
に
拠
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
事

で
、
苻
堅
政
権
の
担
い
手
達
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

そ
の
為
に
、
ま
ず
四
公
の
乱
平
定
に
動
員
さ
れ
た
苻
堅
の
部
将
に

つ
い
て
整
理
し
て
み
る
。

①　

楊
成
世

四
公
の
乱
の
時
に
は
後
禁
将
軍）

19
（

。
史
料
上
、
四
公
の
乱
に
し
か
現

れ
ず
詳
細
不
明
で
あ
る
。
当
該
時
期
の
楊
氏
に
つ
い
て
は
、
氐
族
の

可
能
性
も
あ
れ
ば
漢
族
の
可
能
性
も
あ
り
、
本
貫
地
す
ら
示
さ
れ
な

い
楊
成
世
に
つ
い
て
、
彼
の
所
属
す
る
集
団
を
断
定
す
る
事
は
難
し

い
。

②　

毛
嵩

四
公
の
乱
の
時
に
は
左
将
軍
。
史
料
上
、
四
公
の
乱
に
し
か
現
れ

ず
詳
細
不
明
で
あ
る
。
当
該
時
期
の
毛
氏
に
つ
い
て
も
、
氐
族
の
可

能
性
も
あ
れ
ば
漢
族
の
可
能
性
も
あ
り
、
本
貫
地
す
ら
示
さ
れ
な
い

毛
嵩
に
つ
い
て
、
彼
の
所
属
す
る
集
団
を
断
定
す
る
事
は
や
は
り
難

し
い
。
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③　

王
猛

四
公
の
乱
の
時
に
は
輔
国
将
軍
等
。
蒲
坂
方
面
軍
の
司
令
官
的
役

割
を
担
い
、後
に
陝
城
方
面
の
司
令
官
的
役
割
も
担
う
。
字
は
景
略
。

北
海
出
身
の
漢
族
で
あ
る
。
苻
堅
側
近
中
の
側
近
と
し
て
史
上
に
名

高
く
、
四
公
の
乱
の
時
点
で
、
既
に
前
秦
国
内
で
並
ぶ
者
の
無
い
権

勢
を
誇
っ
て
い
た）

20
（

。

④　

鄧
羌

四
公
の
乱
の
時
に
は
建
節
将
軍
。
安
定
出
身
の
漢
族）

21
（

。
安
定
鄧
氏

は
『
元
和
姓
纂
』
に
よ
れ
ば
鄧
隲
の
末
裔
と
さ
れ
る）

22
（

。
彼
は
苻
生
政

権
か
ら
活
躍
す
る
人
物
で
も
あ
る
。
後
述
の
張
蚝
と
共
に
万
人
敵
と

恐
れ
ら
れ
た）

23
（

。

⑤　

楊
安

四
公
の
乱
の
時
に
は
前
将
軍
。
氐
族
に
よ
る
政
権
で
あ
る
前
仇
池

の
宗
室
で
、
国
内
の
政
治
的
混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
三
五
六
年
に

苻
生
政
権
の
前
秦
へ
亡
命
し
た
。
但
し
、
部
将
と
し
て
活
躍
す
る
の

は
、
苻
堅
政
権
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

⑥　

張
蚝

四
公
の
乱
の
時
に
は
広
武
将
軍
。
上
党
出
身
の
漢
族
で
、
元
は
弓

氏
。
平
陽
に
い
た
軍
閥
の
領
袖
で
あ
っ
た
張
平
（
代
郡
の
人
）
の
養

子
と
な
っ
て
、張
姓
を
名
乗
る
。
張
平
が
苻
堅
に
平
定
さ
れ
て
以
後
、

苻
堅
の
下
で
部
将
と
し
て
活
躍
す
る
。
前
述
の
鄧
羌
と
共
に
万
人
敵

と
恐
れ
ら
れ
た
。

⑦　

王
鑒

四
公
の
乱
の
時
に
は
武
衛
将
軍
。
楊
成
世
ら
の
敗
北
後
に
派
遣
さ

れ
た
西
部
方
面
の
司
令
官
的
役
割
を
担
う
。
武
都
出
身
。
後
に
も
武

衛
将
軍
の
肩
書
き
で
従
軍
し
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
る
。
当
該
時
期

の
王
氏
に
つ
い
て
は
、
漢
族
の
可
能
性
も
あ
れ
ば
そ
れ
以
外
の
可
能

性
も
あ
る
。ま
た
武
都
王
氏
の
詳
細
が
不
明
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

や
は
り
断
定
が
難
し
い）

24
（

。

⑧　

呂
光

四
公
の
乱
の
時
に
は
寧
朔
将
軍
。
字
は
世
明
。
略
陽
出
身
の
氐
族

で
あ
る
。
父
は
呂
婆
楼
で
、
親
子
二
代
で
苻
堅
の
側
近
を
務
め
た
。

苻
堅
の
死
後
、
涼
州
で
独
立
し
、
後
涼
を
建
国
す
る
。

⑨　

郭
将

四
公
の
乱
の
時
に
は
将
軍
。
馮
翊
出
身
で
あ
る
。
馮
翊
郭
氏
は『
元

和
姓
纂
』
に
よ
る
と
、
曹
魏
の
郭
準
の
末
裔
で
、
北
周
の
郭
彦
の
祖

先
で
あ
る
と
あ
り
、
漢
族
で
あ
る
と
思
し
い）

25
（

。
但
し
郭
将
本
人
は
史

料
上
、
四
公
の
乱
に
し
か
現
れ
な
い
。
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⑩　

翟
傉

史
料
上
、四
公
の
乱
に
し
か
現
れ
ず
詳
細
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

翟
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
丁
零
族
の
可
能
性
が
あ
る）

26
（

。

⑪　

苻
雅

四
公
の
乱
の
時
に
は
左
衛
将
軍
と
し
て
羽
林
騎
を
率
い
て
い
る
。

宗
室
で
あ
り
、
後
に
西
縣
侯
に
封
ぜ
ら
れ
る）

27
（

。
後
に
も
苻
堅
の
下
、

し
ば
し
ば
遠
征
し
、
軍
事
的
に
功
績
を
あ
げ
る
。

⑫　

竇
衝

四
公
の
乱
の
時
に
は
左
禁
将
軍
と
し
て
羽
林
騎
を
率
い
て
い
る
。

武
都
出
身
の
氐
族
で
、
こ
の
後
も
各
地
を
転
戦
し
た
部
将
で
あ
る
。

後
の
苻
登
政
権
の
時
代
に
前
秦
と
決
別
し
、
秦
王
を
名
乗
っ
て
独
立

す
る
。

⑬　

苻
丕

苻
堅
の
庶
長
子
。
字
は
永
敍
。
苻
堅
政
権
を
通
じ
て
各
地
を
転
戦

し
た
り
、
関
東
の
広
域
行
政
官
に
な
っ
た
り
と
多
方
面
に
活
躍
す
る

人
物
で
あ
る
。
苻
堅
死
後
に
そ
の
跡
を
継
い
だ
が
、
庶
子
で
あ
っ
た

為
、
太
子
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

⑭　

苻
抑

宗
室
。
范
陽
公
。
史
料
上
、
四
公
の
乱
に
し
か
現
れ
ず
詳
細
不
明

で
あ
る
。

以
上
に
整
理
し
た
彼
ら
一
四
名
は
、
苻
堅
政
権
の
一
大
事）

28
（

で
あ
る

四
公
の
乱
に
参
加
し
て
い
る
以
上
、
当
時
の
前
秦
の
軍
事
面
に
お
け

る
主
要
な
人
物
達
で
あ
る
と
認
め
得
る
。
投
入
さ
れ
た
部
将
ら
に
つ

い
て
見
て
み
る
と
、
総
勢
一
四
名
の
内
、
宗
室
が
三
名
、
宗
室
を
除

く
氐
族
が
三
名
、
漢
族
が
四
名
と
な
り
、
ま
た
苻
堅
即
位
以
前
よ
り

前
秦
に
仕
官
し
て
い
た
の
が
四
名
、
苻
堅
の
ク
ー
デ
タ
ー
参
加
者
が

二
名
、
旧
敵
性
勢
力
か
ら
の
登
用
が
二
名
と
な
る
。

こ
れ
ら
を
総
じ
て
苻
堅
側
の
部
将
の
特
徴
を
見
出
す
と
す
る
な
ら

ば
、
ま
ず
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
を
見
出
す
事
が
困
難
で
あ
る
事
が
挙
げ

ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
苻
堅
は
能
力
主
義
の
人
事
を
行
っ
て
い

た
事
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
言
う
ま
で

も
な
く
苻
堅
が
人
材
を
選
抜
す
る
の
は
個
々
人
の
能
力
に
拠
る
。
そ

こ
か
ら
形
成
さ
れ
た
集
団
内
に
、
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
を
可
能
に
す
る
よ

う
な
統
一
性
を
見
出
す
事
が
困
難
で
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
帰

結
で
あ
る
。

ま
た
、
四
公
の
乱
平
定
時
の
宗
室
動
員
は
三
名
で
あ
る
。
但
し
戦

線
へ
投
入
さ
れ
た
の
は
苻
雅
一
人
だ
け
で
、
か
つ
彼
は
禁
軍
を
率
い

て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
部
落
を
率
い
た
と
確
認
さ
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れ
る
宗
室
は
居
な
い
と
い
う
事
に
な
る
。
す
な
わ
ち
前
秦
軍
は
宗
室

の
率
い
る
「
胡
族
部
落
民
」
が
国
内
に
存
在
し
た
と
仮
定
し
て
も
、

動
員
し
て
い
な
い
と
い
う
理
解
が
出
来
よ
う
。
更
に
平
定
に
従
軍
し

た
部
将
の
内
、
特
に
王
猛
や
楊
安
等
は
部
隊
を
構
成
で
き
る
だ
け
の

自
身
の
手
勢
を
率
い
て
い
た
と
は
考
え
難
い）

29
（

。
ま
た
宗
室
に
つ
い
て

も
、
羽
林
軍
を
率
い
て
い
る
苻
雅
は
自
身
の
「
胡
族
部
落
民
」
な
る

も
の
を
保
有
し
て
い
た
と
は
考
え
辛
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
四
公
の
乱
の
平
定
に
動
員
し
た
兵
は
、
苻
堅
直
轄
の
兵

で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
君
主
親
衛
の
羽
林
ま
で
導
入
し
た
こ
の

戦
局
に
お
い
て
、
国
内
に
余
剰
兵
力
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
少

な
く
と
も
、
苻
堅
側
の
宗
室
に
つ
い
て
は
、「
胡
族
部
落
民
」
を
率

い
て
い
た
と
想
定
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て「
胡
族
部
落
民
」

を
率
い
た
宗
室
が
、
君
主
権
を
掣
肘
す
る
と
い
う
宗
室
的
軍
事
封
建

制
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
室
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
以
上
、
四
公
の

乱
発
生
時
の
苻
堅
政
権
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
事
に
な
る
。

無
論
、
四
公
が
君
主
を
掣
肘
す
る
よ
う
な
宗
室
で
あ
る
と
見
な
し

得
る
が）

30
（

、
彼
ら
を
平
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
実
力
を
苻
堅
が
有

し
て
い
た
事
を
考
慮
す
る
と
、
君
主
を
掣
肘
す
る
程
の
力
を
、
四
公

が
有
し
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
事

実
、
苻
堅
政
権
の
内
部
、
特
に
王
猛
は
四
公
等
の
排
除
を
口
に
し
て

い
る）

31
（

。
王
猛
は
当
時
よ
り
政
権
の
中
枢
に
お
り
、
彼
我
の
戦
力
差
を

見
誤
っ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
実
現
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
政

権
側
が
四
公
を
排
除
し
得
る
対
象
と
し
て
見
て
い
た
事
が
窺
え
る
。

ま
た
、
苻
堅
は
、
三
六
四
年
の
封
国
人
事
の
回
収
を
行
い
、
宗
室
と

の
対
決
姿
勢
を
強
め
て
い
た）

32
（

。
こ
の
事
か
ら
も
、
宗
室
に
掣
肘
さ
れ

る
よ
り
、
む
し
ろ
統
制
し
て
い
こ
う
と
す
る
苻
堅
政
権
の
姿
勢
が
看

取
さ
れ
る
。

谷
川
氏
は
、
宗
室
的
軍
事
封
建
制
の
モ
デ
ル
を
遊
牧
的
な
体
制
に

求
め
る）

33
（

。
し
か
し
、
町
田
氏
に
よ
れ
ば
、
前
秦
建
国
以
前
の
後
趙
政

権
下
に
お
け
る
苻
氏
集
団
は
氐
・
羌
・
漢
な
ど
の
混
合
集
団
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る）

34
（

。
そ
こ
で
町
田
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
そ
も
そ

も
氐
族
は
遅
く
と
も
曹
魏
ま
で
の
時
代
に
お
い
て
、
農
耕
に
も
従
事

す
る
集
団
で
あ
っ
た
の
は
、
以
下
の
史
料
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

『
三
国
志
』
巻
三
十　

魏
書　

烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝　

裴
松
之
注

引
『
魏
略
』
西
戎
伝

氐
人
王
有
り
。（
…
中
略
…
）其
の
俗
、語
中
國
と
同
じ
か
ら
ず
、

羌
雜
胡
と
同
じ
く
し
、
各
お
の
自
ら
姓
有
り
、
姓
中
國
の
姓
の

如
し
。
其
の
衣
服 

青
絳
を
尚
ぶ
。
俗
織
布
を
能
く
し
、
田
種

を
善
く
し
、
豕
牛
馬
驢
騾
を
畜
養
す）

35
（

。

こ
こ
に
記
さ
れ
る
氐
族
の
姿
は
、
い
わ
ば
「
半
農
半
牧
」
と
い
う

べ
き
状
態
で
あ
る）

36
（

。
そ
の
集
団
に
、
更
に
関
中
の
人
々
が
合
流
し
て

建
国）

37
（

さ
れ
た
前
秦）

38
（

に
、
匈
奴
や
鮮
卑
の
様
な
遊
牧
的
モ
デ
ル
が
適
応
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さ
れ
る
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
西
晋
な
ど
の
先
行
す
る
王
朝

を
模
し
た
体
制
を
布
い
た
と
理
解
す
る
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。

苻
堅
政
権
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
他
の
時
期
に
お
い
て
も
前
秦
に
宗

室
的
軍
事
封
建
制
と
呼
ぶ
べ
き
制
度
が
存
在
し
て
い
た
か
に
つ
い
て

も
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
苻
堅
に
先
立
つ
苻
生
の

時
代
は
軍
事
面
に
お
い
て
宗
室
が
重
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
こ

の
事
を
以
上
の
見
解
を
踏
ま
え
て
通
観
す
る
時
、
胡
族
的
な
制
度
を

見
出
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
建
国
以
来
の
臣
下
を
大
量
に
誅
殺
し
た
苻

生
が
頼
る
べ
き
は
、
宗
室
を
お
い
て
他
に
無
か
っ
た
、
と
い
う
仮
説

も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

39
（

。

さ
て
、
川
本
芳
昭
氏
は
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
漢
族
は
形
成
過
程

中
の
漢
族
で
あ
り
、
漢
族
と
胡
族
の
境
界
を
明
確
に
確
定
す
る
事
の

困
難
さ
を
指
摘
す
る）

40
（

。
こ
の
前
秦
苻
堅
政
権
の
在
り
方
も
、
当
時
の

胡
漢
混
在
の
状
況
が
生
み
出
し
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
苻
堅
政
権
の
軍
隊
は
宗
室

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、部
将
に
つ
い
て
言
え
ば
、

能
力
主
義
人
事
に
基
づ
く
任
用
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
宗
室
に
つ

い
て
も
、
苻
雅
、
苻
丕
の
様
に
四
公
の
乱
以
降
に
も
活
躍
が
確
認
で

き
る
宗
室
が
殆
ど
で
あ
り
、
こ
こ
に
苻
堅
の
能
力
主
義
が
宗
室
に
も

貫
徹
さ
れ
た
事
が
看
取
さ
れ
得
る
。
且
つ
、
そ
の
宗
室
は
苻
堅
か
ら

見
て
疏
族
の
苻
雅
、
苻
堅
の
息
子
の
苻
丕
、
と
苻
堅
に
対
し
て
血
縁

関
係
上
、
対
等
や
優
位
に
立
ち
得
な
い
親
族
関
係
に
あ
る
宗
室
で
も

あ
る
。
苻
堅
を
支
え
る
宗
室
が
、
相
対
的
に
君
主
位
に
挑
戦
す
る
正

統
性
に
乏
し
い
宗
室
で
あ
る
点
は
、
苻
堅
政
権
を
見
て
い
く
上
で
興

味
深
い
も
の
が
あ
る）

41
（

。

で
は
、
以
上
の
理
解
に
基
づ
く
時
、
苻
堅
の
軍
隊
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
部

将
に
つ
い
て
は
上
述
し
た
が
、
で
は
苻
堅
の
下
に
は
如
何
な
る
人
間

集
団
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考

察
す
る
。二

．
苻
堅
の
徙
民
政
策

改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
前
秦
は
長
安
を
中
心
と
し
た
所

謂
関
中
地
方
に
割
拠
し
た
政
権
で
あ
る
。
前
秦
と
関
中
の
人
々
と
の

関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
言
う
点
は
、
苻
堅
の
軍
隊

を
構
成
し
て
い
た
人
々
を
考
察
し
て
い
く
上
で
、
重
要
な
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
藤
井
氏
が
、
苻
堅
が
即
位
当
初
に

天
水
尹
氏
を
禁
錮
し
、
関
中
漢
人
へ
の
警
告
を
行
っ
た
事
、
前
秦
が

建
国
初
期
に
お
い
て
氐
と
関
中
漢
人
の
連
合
政
権
的
性
格
を
持
っ
て

い
た
事
、
五
胡
十
六
国
時
代
に
お
け
る
地
域
性
の
重
要
さ
、
等
を
指

摘
さ
れ
て
い
る）

42
（

。
ま
た
石
井
仁
氏
は
前
秦
建
国
時
に
、多
数
の
漢
族
・

非
漢
族
の
村
塢
を
吸
収
し
た
事
、
淝
水
の
戦
い
後
も
関
中
の
村
塢
が

苻
堅
を
支
持
し
て
い
た
事
、
村
塢
が
自
ら
の
意
志
で
協
力
す
る
政
権
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を
選
択
し
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
関
中
支
配
に
村
塢
が
重
要

な
位
置
を
占
め
る
事
、
等
を
指
摘
さ
れ
て
い
る）

43
（

。
こ
れ
ら
を
総
合
す

る
な
ら
ば
、
前
秦
は
そ
の
建
国
時
に
お
い
て
、
関
中
に
散
在
し
て
い

た
塢
を
中
心
に
、
関
中
の
在
地
勢
力
を
吸
収
し
つ
つ
、
存
立
さ
れ
た

国
で
あ
る
と
言
え
る
。

か
か
る
建
国
の
過
程
を
経
た
前
秦
で
あ
る
が
、
二
代
目
の
苻
生
の

時
代
で
如
何
な
る
推
移
を
遂
げ
た
の
か
。
苻
生
の
治
世
は
一
言
で
言

う
な
ら
ば
、
建
国
以
来
の
政
権
の
重
要
人
物
が
多
く
誅
殺
さ
れ
た
時

代
で
あ
る）

44
（

。
そ
の
誅
殺
対
象
は
宗
室
に
も
及
び
、
結
果
苻
堅
の
ク
ー

デ
タ
ー
を
招
く
事
と
な
っ
た
。
苻
堅
を
支
え
る
人
材
は
、
そ
の
ク
ー

デ
タ
ー
に
参
加
し
た
人
物
や
、
そ
の
後
に
苻
堅
に
よ
っ
て
抜
擢
さ
れ

た
人
物
な
ど
が
中
心
で
あ
る
事
は
先
に
触
れ
た
。
ま
た
ク
ー
デ
タ
ー

は
禁
軍
の
支
持
を
得
て
成
功
し
て
い
る
の
で
、
前
秦
の
都
た
る
長
安

の
軍
隊
は
苻
堅
の
手
中
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

45
（

。
苻
堅
の
軍
隊
を
構

成
す
る
一
端
を
こ
こ
に
見
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
苻

堅
の
軍
隊
は
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
。

即
位
以
後
の
苻
堅
の
政
策
を
見
る
と
、
徙
民
を
中
心
と
し
た
人
間

集
団
の
確
保
を
狙
っ
て
行
わ
れ
た
政
策
が
散
見
さ
れ
る
。
以
下
に
史

料
を
見
て
い
く
が
、こ
こ
で
は
時
系
列
を
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に
、

『
資
治
通
鑑
』
を
引
用
す
る
。

①　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百　

穆
帝
升
平
二
年
（
三
五
八
）
条

秦
王
の
堅
自
ら
將
に
張
平
を
討
た
ん
と
し
、
鄧
羌
を
以
て
前
鋒

督
護
と
爲
し
、
騎
五
千
を
帥
い
て
、
汾
上
に
軍
ら
し
む
。
平
養

子
の
蚝
を
し
て
之
を
禦
せ
し
む
。
蚝
多
力
趫
捷
に
し
て
、
能
く

牛
を
曳
き
て
卻
走
し
、
城
高
下
無
く
、
皆
な
超
越
す
べ
し
。
羌

と
相
い
持
し
て
旬
餘
、
能
く
相
い
勝
つ
莫
し
。
三
月
、
堅
銅
壁

に
至
り
、
平
衆
を
盡
し
て
出
戰
し
、
蚝
單
馬
に
て
大
呼
し
、
秦

の
陳
に
出
入
す
る
は
四
・
五
た
び
な
り
。
堅
人
を
募
り
て
之
を

生
致
せ
ん
と
し
、
鷹
揚
將
軍
の
呂
光
蚝
を
刺
し
、
之
に
中
て
、

鄧
羌
蚝
を
擒
え
て
以
て
獻
じ
、
平
の
衆
大
潰
す
。
平
懼
れ
、
降

を
請
う
。
堅
平
を
右
將
軍
に
拜
し
、
蚝
を
以
て
虎
賁
中
郎
將
と

爲
す
。
蚝
は
、
本
姓
は
弓
、
上
黨
の
人
な
り
。
堅
寵
待
す
る
こ

と
甚
だ
厚
く
、
常
に
左
右
に
置
く
。
秦
人
鄧
羌
・
張
蚝
を
稱
し

て
皆
な
萬
人
敵
と
す
。
光
、
婆
樓
の
子
な
り
。
堅
張
平
の
部
民

三
千
餘
戸
を
長
安
に
徙
す）

46
（

。

②　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一　

哀
帝
興
寧
三
年
（
三
六
五
）
条

匈
奴
の
右
賢
王
の
曹
轂
・
左
賢
王
の
劉
衞
辰
皆
な
秦
に
叛
す
。

轂
衆
二
萬
を
帥
い
て
杏
城
に
寇
し
、
秦
王
の
堅
自
ら
將
に
之
を

討
た
ん
と
し
、
衞
大
將
軍
の
李
威
・
左
僕
射
の
王
猛
を
し
て
太

子
の
宏
を
輔
け
て
長
安
に
留
守
せ
し
む
。
八
月
、堅
轂
を
擊
ち
、

之
を
破
り
、
轂
の
弟
の
活
を
斬
る
、
轂
降
を
請
い
、
其
の
豪
傑

六
千
餘
戸
を
長
安
に
徙
す）

47
（

。
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③　

 『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一　

海
西
公
太
和
元
年
（
三
六
六
）

条

秦
の
輔
國
將
軍
の
王
猛
・
前
將
軍
の
楊
安
・
揚
武
將
軍
の
姚
萇

等
衆
二
萬
を
帥
い
て
荊
州
に
寇
し
、
南
鄕
郡
を
攻
む
。
荊
州
刺

史
の
桓
豁
之
を
救
い
、
八
月
、
新
野
に
軍
る
。
秦
兵
安
陽
の
民

萬
餘
戸
を
掠
め
て
還
る）

48
（

。

右
記
史
料
に
筆
者
が
傍
線
を
引
い
て
い
る
部
分
は
、
何
れ
も
人
間

集
団
を
苻
堅
の
居
る
長
安
に
集
め
て
い
る
箇
所
で
あ
る）

49
（

。
当
時
の
徙

民
政
策
の
意
義
に
つ
い
て
、
三
崎
良
章
氏
に
よ
る
と
、
徙
民
の
目
的

に
は
、
労
働
力
の
確
保
、
敵
対
勢
力
討
滅
後
の
主
要
部
分
へ
の
管
理

統
制
、
反
乱
勢
力
鎮
圧
後
の
管
理
統
制
、
国
内
軍
事
力
の
強
化
、
の

四
つ
の
類
型
が
あ
る
と
い
う）

50
（

。
旧
敵
性
勢
力
か
ら
の
徙
民
で
あ
っ
て

も
、
領
域
外
か
ら
の
人
の
掠
奪
で
あ
っ
て
も
、
何
れ
に
せ
よ
集
め
ら

れ
た
人
達
が
長
安
で
生
き
て
い
く
に
は
、
君
主
た
る
苻
堅
の
統
制
下

に
入
る
必
要
が
あ
る
。
彼
ら
徙
民
さ
れ
た
人
々
は
苻
堅
の
側
近
達
の

一
部
と
同
じ
境
遇
に
あ
る
と
言
え
る
。
王
猛
ら
苻
堅
の
支
持
以
外
の

権
力
基
盤
を
持
た
な
い
者
や
、
張
蚝
ら
旧
敵
性
勢
力
か
ら
の
抜
擢
者

は
、
彼
ら
を
信
任
す
る
苻
堅
に
依
拠
す
る
し
か
、
前
秦
国
内
に
お
い

て
活
動
の
術
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
苻
堅
の
手
足
と
な
っ
て
働
か
ざ

る
を
得
な
い
人
々
の
存
在
が
、
前
秦
の
内
に
看
取
さ
れ
る
。

更
に
、
四
公
の
乱
平
定
時
の
苻
堅
側
に
は
、
馮
翊
郭
氏
等
の
関
中

の
有
力
者
の
参
加
が
見
ら
れ
る
。
一
部
の
関
中
の
有
力
者
達
は
、
四

公
の
乱
時
点
で
苻
堅
支
持
だ
っ
た
事
が
こ
こ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

彼
ら
は
前
述
し
た
前
秦
建
国
時
に
政
権
参
加
を
果
た
し
た
塢
主
の
如

く
、
自
ら
の
影
響
下
に
あ
る
人
々
を
率
い
て
苻
堅
を
支
持
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
、
苻
堅
の
軍
の
一
翼
を
担
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
苻
堅
の
軍
隊
は
、
苻
堅
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
参
与
し
た

禁
軍
・
周
辺
か
ら
の
徙
民
・
塢
主
を
含
む
関
中
の
有
力
者
達
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

51
（

。
そ
の
総
指
揮
を
、
最
終
的
に
苻
堅

側
近
の
王
猛
が
執
っ
て
い
た
事
か
ら
、
上
述
の
軍
隊
が
苻
堅
の
下
で

秩
序
立
て
ら
れ
て
い
た
事
が
窺
え
る）

52
（

。
石
井
氏
の
言
う
塢
の
自
立
性

は
注
目
す
べ
き
点
で
は
あ
る
が
、
時
と
し
て
そ
れ
が
君
主
権
力
に
寄

り
添
う
事
も
あ
る
点
は
、
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
氏
の
指

摘
す
る
、
塢
が
自
ら
の
意
志
で
協
力
す
る
政
権
を
選
択
し
て
い
る
と

い
う
事
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
塢
の
み
な
ら
ず

徙
民
等
の
諸
政
策
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い

た
。
こ
れ
が
、
苻
堅
政
権
を
軍
事
的
に
支
え
て
い
た
も
の
だ
と
言
え

る
。
こ
れ
は
苻
堅
政
権
の
末
期
や
彼
の
死
後
に
至
っ
て
も
、
苻
堅
に

味
方
す
る
勢
力
が
あ
っ
た
事
か
ら
も
傍
証
さ
れ
得
よ
う）

53
（

。
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お
わ
り
に

四
公
の
乱
は
、
前
秦
苻
堅
政
権
の
一
大
危
機
で
あ
っ
た
。
苻
堅
は

そ
れ
を
、
自
ら
が
能
力
主
義
で
抜
擢
し
た
側
近
等
を
用
い
て
切
り
抜

け
た
。
そ
の
時
の
軍
隊
は
、
宗
室
の
率
い
た
「
胡
族
部
落
民
」
で
は

な
く
、
禁
軍
や
周
辺
か
ら
の
強
制
移
住
、
関
中
の
有
力
者
か
ら
組
織

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
苻
堅
政
権
と
は
、
ク
ー
デ
タ
ー

で
即
位
し
た
苻
堅
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
権
力
中
枢
部
に
近
く

な
か
っ
た
人
達
が
権
力
を
掌
握
す
る
形
で
成
立
し
、
運
営
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
概
括
で
き
よ
う
。
か
か
る
理
解
に
基

づ
け
ば
、
苻
生
政
権
下
に
お
い
て
実
力
者
で
あ
っ
た
四
公
に
代
表
さ

れ
る
宗
室
と
、
封
国
人
事
の
回
収
等
に
よ
っ
て
日
増
し
に
宗
室
に
対

し
て
自
身
の
権
限
を
強
め
て
い
く
苻
堅
と
が
、
対
立
す
る
の
も
故
な

き
事
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
史
料
上
不
確
か
で
あ
っ
た
四
公
の
乱
発

生
の
原
因
は
、こ
こ
に
存
す
る
。
斯
く
し
て
起
こ
っ
た
四
公
の
乱
は
、

苻
堅
の
下
で
抜
擢
、
信
任
さ
れ
て
い
た
部
将
達
が
、
苻
堅
に
直
轄
す

る
軍
隊
を
率
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
平
定
さ
れ
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る

の
は
、
苻
堅
を
中
心
と
し
た
、
宗
室
を
軍
事
的
中
核
と
し
な
い
政
権

の
す
が
た
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
苻
堅
の
足
下
に
、
有
能
な
部
将
や

様
々
な
由
来
の
兵
士
を
集
め
た
政
権
の
す
が
た
で
も
あ
る
。
苻
堅
の

下
に
は
、
人
材
や
人
間
集
団
が
、
本
拠
地
の
関
中
や
そ
こ
に
点
在
す

る
塢
、
旧
敵
性
勢
力
等
の
各
所
か
ら
集
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
等
が
苻

堅
政
権
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
宗
室
は
苻
堅
の
補

翼
と
し
て
活
躍
す
る
が
、
苻
堅
と
宗
室
の
関
係
と
い
う
の
は
、
胡
族

部
落
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
苻
堅
の
能
力
主
義
の
下
で
、

登
用
さ
れ
た
と
見
做
し
て
も
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

前
秦
苻
堅
政
権
は
宗
室
や
氐
族
も
含
め
た
統
治
下
に
い
る
様
々
な
種

族
の
人
々
を
、
能
力
に
拠
っ
て
登
用
し
て
い
く
国
家
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
北
朝
以
降
、
体
制
側
に
塢
が
吸
収
さ
れ
る
事
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
前
秦
苻
堅
政
権
期
に
そ
の
萌
芽
が
確
認
さ
れ
る
点
も
注

目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
塢
の
完
全
な
解
体
ま
で
に
は

至
ら
な
か
っ
た
事
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る）

54
（

。

苻
堅
政
権
が
以
上
の
理
解
で
大
過
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
室
が

「
胡
族
部
族
民
」
を
率
い
た
軍
司
令
官
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
有

す
る
が
故
に
、「
専
制
性
を
強
化
す
れ
ば
宗
室
の
離
反
を
招
き
，
宗

室
に
妥
協
す
れ
ば
政
権
の
統
一
性
に
弛
緩
を
生
ず
る
。
こ
の
デ
ィ
レ

ン
マ
が
五
胡
の
興
亡
史
を
貫
く
一
本
の
糸
で
あ
る）

55
（

」
と
い
う
旧
来
の

理
解
は
、
見
直
さ
れ
る
べ
き
見
解
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
苻
堅
は
宗

室
の
み
に
拠
ら
な
い
政
権
就
中
軍
隊
を
構
築
し
、
そ
れ
に
拠
っ
て
宗

室
の
一
斉
反
乱
で
あ
る
四
公
の
乱
を
平
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
四

公
の
乱
以
後
の
苻
堅
政
権
は
、
上
述
の
見
解
に
拠
ら
な
い
別
の
も
の

の
上
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
前
秦
苻
堅
政
権

は
、
中
央
集
権
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
、
少
な
く
と
も
宗
室
に
掣
肘
さ

れ
な
い
政
体
を
確
立
し
た
と
見
做
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
苻
堅
の
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治
世
下
に
お
け
る
前
秦
の
爆
発
的
拡
大
を
支
え
た
大
き
な
一
つ
の
要

素
で
あ
る
と
見
て
も
、
大
筋
を
逸
す
る
事
は
な
い
で
あ
ろ
う）

56
（

。
こ
の

点
が
、
苻
堅
が
五
胡
諸
国
で
唯
一
華
北
統
一
を
成
し
遂
げ
た
原
動
力

と
見
做
し
得
よ
う
。
な
れ
ば
何
故
、
苻
堅
政
権
が
周
知
の
如
き
急
速

な
崩
壊
を
引
き
起
こ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
述
べ
る
に
は
紙

幅
が
足
り
な
い
が
、
苻
堅
死
後
、
今
回
分
析
を
加
え
た
人
物
で
生
存

し
て
い
た
者
の
多
く
は
、
苻
堅
の
後
継
者
と
な
っ
た
苻
丕
の
政
権
に

参
画
し
て
い
る
。
ま
た
鄧
羌
や
王
猛
等
は
当
時
死
亡
し
て
い
た
が
、

そ
の
息
子
達
が
苻
丕
の
下
へ
駆
け
つ
け
て
い
る
。
四
公
の
乱
の
折
に

苻
堅
を
支
え
て
い
た
人
物
の
多
く
が
、
そ
の
ま
ま
前
秦
国
家
へ
の
忠

誠
心
を
有
し
続
け
て
い
た
事
は
、
前
秦
の
崩
壊
の
因
子
は
、
そ
の
拡

大
の
過
程
の
中
に
こ
そ
含
み
込
ま
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う）
57
（

。本
論
で
は
従
来
の
五
胡
諸
国
理
解
と
は
ま
た
違
う
見
解
を
提
示
し

た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
五
胡
十
六
国
時
代
と
は
如
何
な
る
時
代

で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
事
が
改
め
て
問
わ
れ
、
そ
れ
が
北
魏
を
は

じ
め
と
す
る
北
朝
と
ど
の
様
に
連
関
す
る
の
か
、
と
言
う
点
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
本
論
は
、
五
胡
諸
国
の
一
た
る
前
秦

の
、
更
に
一
部
分
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
為
、
こ
の
問
題
に
対
す
る

明
確
な
答
え
を
示
す
事
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
五
胡
諸
国
の
個
別

具
体
的
な
実
証
を
積
み
重
ね
る
事
に
因
っ
て
、
五
胡
十
六
国
時
代
を

ど
の
よ
う
に
魏
晋
南
北
朝
史
の
中
で
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
作
業

を
行
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
は
、
胡
族
に
よ
る
国
家
の
端
緒
を

切
り
開
い
た
と
い
う
五
胡
十
六
国
時
代
の
歴
史
的
重
要
性
を
考
慮
す

る
時
、
意
義
あ
る
事
で
あ
る
。

　
注

（
1
）　

三
崎
良
章
『
五
胡
十
六
国　

中
国
史
上
の
民
族
大
移
動
』（
東
方

書
店
、
二
〇
〇
二
年
。
新
訂
版
、
東
方
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
は
、

前
秦
の
華
北
統
一
ま
で
の
諸
国
家
を
五
胡
十
六
国
前
期
、
前
秦
崩
壊

後
の
諸
国
家
を
五
胡
十
六
国
後
期
に
分
類
す
る
。

（
2
）　

谷
川
道
雄
「
五
胡
十
六
国
史
上
に
お
け
る
苻
堅
の
位
置
」（『
名
古

屋
大
学
文
学
部
二
十
周
年
記
念
論
集
』、
一
九
六
八
年
、
後
に
同
『
隋

唐
帝
国
形
成
史
論
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
、
増
補
版
一
九
九
八

年
に
所
収
）
参
照
。

（
3
）　

谷
川
氏
は
宗
室
的
軍
事
封
建
制
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
五
胡

十
六
国
時
代
の
君
主
と
宗
室
の
関
係
を
理
解
す
る
。
そ
の
要
点
を
ま

と
め
る
と
、
宗
室
達
が
胡
族
部
落
民
か
ら
な
る
兵
力
を
分
有
し
、
そ

の
兵
力
は
皇
帝
よ
り
も
宗
室
に
従
う
傾
向
が
あ
り
、
結
果
、
皇
帝
権

を
掣
肘
す
る
、
と
い
う
事
と
な
ろ
う
。
ま
た
谷
川
氏
は
こ
の
制
度
の

淵
源
を
、
宗
室
の
軍
事
力
の
分
掌
と
い
う
形
式
が
類
似
す
る
西
晋
で

は
な
く
、
遊
牧
系
諸
部
族
特
有
の
軍
事
体
制
に
求
め
て
い
る
。
谷
川

道
雄
『
隋
唐
世
界
帝
国
の
形
成
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
。
初
出

は
『
世
界
帝
国
の
形
成
』
講
談
社
、
一
九
七
七
年
）
も
参
照
。

（
4
）　

本
論
で
は
、
現
代
的
な
意
味
合
い
、
例
え
ば
国
民
国
家
（N

ation
-

state

）
に
お
け
る
民
族
で
あ
る
と
か
、
を
想
起
さ
せ
る
「
民
族
」
と
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い
う
呼
称
は
用
い
ず
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
と
い
う
意
味
合
い
で

種
族
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
し
か
し
な
が
ら
先
行
研
究
に
お
け
る
用

語
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
言
葉
の
通
り
と
す
る
。

（
5
）　

松
下
洋
巳
「
前
秦
苻
堅
政
権
の
性
格
に
つ
い
て
」（『
史
苑
』
五
七−

二
、 

一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
6
）　

三
八
三
年
に
前
秦
と
東
晋
の
間
で
起
こ
っ
た
戦
い
で
あ
る
。
周
知

の
と
お
り
、
歴
史
的
大
敗
北
を
喫
し
た
前
秦
は
、
そ
の
後
、
支
配
下

に
い
た
人
物
達
の
大
量
離
反
に
見
舞
わ
れ
、
崩
壊
し
て
い
く
。
こ
の

過
程
に
お
い
て
鮮
卑
や
羌
が
離
反
し
て
い
っ
た
為
、
淝
水
の
戦
い
以

後
の
前
秦
の
政
策
に
は
特
定
の
種
族
に
対
す
る
弾
圧
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。

（
7
）　

藤
井
秀
樹
「
前
秦
に
お
け
る
対
慕
容
氏
政
策
」（『
史
朋
』

三
二
、 

一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
8
）　

藤
井
秀
樹
「
前
秦
に
お
け
る
君
主
権
と
宗
室
」（『
歴
史
学
研
究
』

七
五
一
、 

二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
9
）　

雷
家
驥
「
前
後
秦
的
文
化
・
国
体
・
政
策
与
其
興
亡
的
関
係
」（『
国

立
中
正
大
学
学
報
人
文
分
冊
』
第
七
巻
第
一
期
、
一
九
九
六
年
）
参

照
。

（
10
）　

雷
家
驥
「
漢
趙
時
期
氐
羌
的
東
遷
与
返
還
建
国
」（『
国
立
中
正
大

学
学
報
人
文
分
冊
』
第
七
巻
第
一
期
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
11
）　

ま
た
中
国
で
は
、
前
述
し
た
淝
水
の
戦
い
を
取
り
上
げ
て
、
政
権

の
性
格
に
つ
い
て
論
争
が
起
き
た
事
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
市

来
弘
志
「
中
国
に
お
け
る
「
淝
水
之
戦
論
争
」
に
つ
い
て
」（『
学
習

院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
四
二
、 

一
九
九
六
年
）
が
詳
し
く
整
理

し
て
い
る
。
そ
こ
で
市
来
氏
は
、
か
の
論
争
に
つ
い
て
、
結
論
め
い

た
も
の
は
出
な
か
っ
た
も
の
の
、
氐
族
は
漢
化
し
民
族
的
色
彩
が
薄

い
と
い
う
見
解
が
主
流
に
な
っ
た
、
と
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。

（
12
）　
『
晋
書
』
慕
容
暐
載
記
、
苻
堅
載
記
、『
魏
書
』
苻
堅
伝
、『
資
治

通
鑑
』
等
に
お
い
て
「
庾
」
の
字
が
、「
庾
」
で
あ
っ
た
り
「
廋
」

で
あ
っ
た
り
「
謏
」
で
あ
っ
た
り
と
、一
定
を
見
な
い
。『
晋
書
斠
注
』

は
慕
容
暐
載
記
の
苻
謏
と
苻
堅
載
記
の
苻
庾
を
同
一
人
物
で
あ
る
と

す
る
。
本
論
で
は
苻
堅
載
記
の
「
苻
庾
」
で
記
載
を
統
一
し
、
彼
は

「
苻
生
の
弟
で
あ
る
魏
公
」
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
13
）　

藤
井
「
前
秦
に
お
け
る
君
主
権
と
宗
室
」
参
照
。
本
論
で
も
そ
の

呼
称
を
用
い
る
。

（
14
）　

田
村
實
造
『
中
国
史
上
の
民
族
移
動
期
』（
創
文
社
、一
九
八
五
年
）

参
照
。
ま
た
、
史
料
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一　

穆
帝
升
平
五
年
（
三
六
一
）
条

秦
王
堅
命
牧
伯
守
宰
各
舉
孝
悌
・
廉
直
・
文
學
・
政
事
、
察
其
所
舉
、

得
人
者
賞
之
、
非
其
人
者
罪
之
。
由
是
人
莫
敢
妄
舉
、
而
請
託
不
行
、

士
皆
自
勵
。
雖
宗
室
外
戚
、
無
才
能
者
皆
棄
不
用
。
當
是
之
時
、
内

外
之
官
、
率
皆
稱
職
。
田
疇
修
闢
、
倉
庫
充
實
、
盜
賊
屛
息
。

（
15
）　

前
任
者
の
事
例
か
ら
考
え
て
、
秦
州
刺
史
は
上
邽
に
、
雍
州
刺
史

は
安
定
に
赴
任
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一　

太
和
二
年
（
三
六
七
）　

雍
州
刺
史
燕
公

武
謀
作
亂
条
胡
註

秦
幷
州
刺
史
治
蒲
阪
、
秦
州
刺
史
治
上
邽
、
洛
州
刺
史
治
陝
、
雍
州

刺
史
治
安
定
。

（
16
）　

後
掲
年
表
は
『
晋
書
』
と
『
資
治
通
鑑
』
の
記
述
を
組
み
合
わ
せ

て
作
成
し
た
。
年
月
は
『
資
治
通
鑑
』
に
依
拠
し
た
。
両
書
で
の
記
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述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
長
大
に
な
る
が
引
用
し
て
お
く
。

『
晋
書
』
巻
一
百
十
三　

苻
堅
載
記
上

是
歲
、
苻
雙
據
上
邽
・
苻
柳
據
蒲
坂
叛
於
堅
、
苻
庾
據
陝
城
・
苻
武

據
安
定
並
應
之
、
將
共
伐
長
安
。
堅
遣
使
諭
之
、
各
齧
梨
以
爲
信
、

皆
不
受
堅
命
、
阻
兵
自
守
。
堅
遣
後
禁
將
軍
楊
成
世
・
左
將
軍
毛
嵩

等
討
雙
・
武
、
王
猛
・
鄧
羌
攻
蒲
坂
、
楊
安
・
張
蚝
攻
陝
城
。
成
世
・

毛
嵩
爲
雙
・
武
所
敗
、
堅
又
遣
其
武
衞
王
鑒
・
寧
朔
呂
光
等
率
中
外

精
銳
以
討
之
、
左
衞
苻
雅
・
左
禁
竇
衝
率
羽
林
騎
七
千
繼
發
。
雙
・

武
乘
勝
至
於
榆
眉
、
鑒
等
擊
敗
之
、
斬
獲
萬
五
千
人
。
武
棄
安
定
、

隨
雙
奔
上
邽
、
鑒
等
攻
之
。
苻
柳
出
挑
戰
、
猛
閉
壘
不
應
。
柳
以
猛

爲
憚
己
、
留
其
世
子
良
守
薄
坂
、
率
衆
二
萬
、
將
攻
長
安
。
長
安
去

蒲
坂
百
餘
里
、
鄧
羌
率
勁
騎
七
千
夜
襲
敗
之
、
柳
引
軍
還
、
猛
又
盡

衆
邀
擊
、
悉
俘
其
卒
、
柳
與
數
百
騎
入
於
蒲
坂
。
鑒
等
攻
上
邽
、
克

之
、
斬
雙
・
武
。
猛
又
尋
破
蒲
坂
、
斬
柳
及
其
妻
子
、
傳
首
長
安
。

猛
屯
蒲
坂
、
遣
鄧
羌
與
王
鑒
等
攻
陷
陝
城
、
克
之
、
送
庾
於
長
安
、

殺
之
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一　

哀
帝
興
寧
二
年
（
三
六
四
）、
三
年

（
三
六
五
）、海
西
公
太
和
二
年
（
三
六
七
）、三
年
（
三
六
八
）
条
（
※

四
公
の
乱
及
び
そ
れ
以
前
の
宗
室
反
乱
に
関
係
す
る
所
を
抜
粋
し

た
。）

（
興
寧
二
年
）
秦
汝
南
公
騰
謀
反
、
伏
誅
。
騰
、
秦
主
生
之
弟
也
。

是
時
、
生
弟
晉
公
柳
等
猶
有
五
人
、
王
猛
言
於
堅
曰
「
不
去
五
公
、

終
必
爲
患
。」
堅
不
從
。

秦
王
堅
命
公
國
各
置
三
卿
、
幷
餘
官
皆
聽
自
采
辟
、
獨
爲
置
郞
中
令
。

富
商
趙
掇
等
車
服
僭
侈
、
諸
公
競
引
以
爲
卿
。
黃
門
侍
郞
安
定
程
憲

請
治
之
。
堅
乃
下
詔
稱
「
本
慾
使
諸
公
延
選
英
儒
、乃
更
猥
濫
如
是
。

宜
令
有
司
推
檢
、
辟
召
非
其
人
者
、
悉
降
爵
爲
侯
、
自
今
國
官
皆
委

之
銓
衡
。
自
非
命
士
已
上
、
不
得
乘
車
馬
。
去
京
師
百
里
内
、
工
商

皁
隸
、
不
得
服
金
銀
・
錦
繡
、
犯
者
棄
市
。」
於
是
平
陽
・
平
昌
・

九
江
・
陳
留
・
安
樂
五
公
皆
降
爵
爲
侯
。

（
興
寧
三
年
）
九
月
、
堅
如
朔
方
、
巡
撫
諸
胡
。
冬
、
十
月
、
征
北

將
軍
・
淮
南
公
幼
帥
杏
城
之
衆
乘
虛
襲
長
安
、
李
威
擊
斬
之
。

（
太
和
二
年
）
秦
淮
南
公
幼
之
反
也
、
征
東
大
將
軍
・
幷
州
牧
・
晉

公
柳
、
征
西
大
將
軍
・
秦
州
刺
史
趙
公
雙
、
皆
與
之
通
謀
。
秦
王
堅

以
雙
母
弟
至
親
、
柳
、
健
之
愛
子
、
隱
而
不
問
。
柳
・
雙
復
與
鎭
東

將
軍
・
洛
州
刺
史
魏
公
廋
、
安
西
將
軍
・
雍
州
刺
史
燕
公
武
謀
作
亂
、

鎭
東
主
簿
南
安
姚
眺
諫
曰
「
明
公
以
周
・
邵
之
親
、
受
方
面
之
任
、

國
家
有
難
、
當
竭
力
除
之
、
況
自
爲
難
乎
。」
廋
不
聽
。
堅
聞
之
、

徵
柳
等
詣
長
安
。
冬
、
十
月
、
柳
據
蒲
阪
、
雙
據
上
邽
、
廋
據
陝
城
、

武
據
安
定
、
皆
舉
兵
反
。
堅
遣
使
諭
之
曰
、「
吾
待
卿
等
、
恩
亦
至
矣
、

何
苦
而
反
。
今
止
不
徵
、
卿
宜
罷
兵
、
各
定
其
位
、
一
切
如
故
。」

各
齧
梨
以
爲
信
。
皆
不
從
。

（
太
和
三
年
）
春
、
正
月
、
秦
王
堅
遣
後
將
軍
楊
成
世
・
左
將
軍
毛

嵩
分
討
上
邽
・
安
定
、
輔
國
將
軍
王
猛
・
建
節
將
軍
鄧
羌
攻
蒲
阪
、

前
將
軍
楊
安
・
廣
武
將
軍
張
蚝
攻
陝
城
。
堅
命
蒲
・
陝
之
軍
皆
距
城

三
十
里
、
堅
壁
勿
戰
、
矣
秦
・
雍
已
平
、
然
後
幷
力
取
之
。

秦
魏
公
廋
以
陝
城
降
燕
、
請
兵
應
接
。
秦
人
大
懼
、
盛
兵
守
華
陰
。

魏
公
廋
遺
呉
王
垂
及
皇
甫
眞
牋
曰
「
苻
堅
・
王
猛
、
皆
人
傑
也
、
謀

爲
燕
患
久
矣
。
今
不
乘
機
取
之
、
恐
異
日
燕
之
君
臣
將
有
甬
東
之
悔

矣
。」
垂
謂
眞
曰
「
方
今
爲
人
患
者
必
在
於
秦
、
主
上
富
於
春
秋
、
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觀
太
傅
識
度
、
豈
能
敵
苻
堅
・
王
猛
乎
。」
眞
曰
「
然
、
吾
雖
知
之
、

如
言
不
用
何
。」

（
三
月
）秦
楊
成
世
爲
趙
公
雙
將
苟
興
所
敗
、毛
嵩
亦
爲
燕
公
武
所
敗
、

奔
還
。
秦
王
堅
復
遣
武
衞
將
軍
王
鑒
・
寧
朔
將
軍
呂
光
・
將
軍
馮
翊

郭
將
・
翟
專
等
帥
衆
三
萬
討
之
。
夏
、
四
月
、
雙
・
武
乘
勝
至
于
榆

眉
、
以
苟
興
爲
前
鋒
。
王
鑒
慾
速
戰
、
呂
光
曰
「
興
新
得
志
、
氣
勢

方
銳
、
宜
持
重
以
待
之
。
彼
糧
盡
必
退
、
退
而
擊
之
、
蔑
不
濟
矣
。」

二
旬
而
興
退
。
光
曰
「
興
可
擊
矣
。」
遂
追
之
。
興
敗
、因
擊
雙
・
武
、

大
破
之
、
斬
獲
萬
五
千
級
、
武
棄
安
定
、
與
雙
皆
奔
上
邽
。
鑒
等
進

攻
之
。

晉
公
柳
數
出
挑
戰
、
王
猛
不
應
。
柳
以
猛
爲
畏
之
、
五
月
、
留
其
世

子
良
守
蒲
阪
、
帥
衆
二
萬
西
趨
長
安
。
去
蒲
阪
百
餘
里
、
鄧
羌
帥
精

騎
七
千
夜
襲
、
敗
之
。
柳
引
軍
還
、
猛
邀
擊
之
、
盡
俘
其
衆
。
柳
與

數
百
騎
入
城
、
猛
・
羌
進
攻
之
。

秋
、
七
月
、
王
鑒
等
拔
上
邽
、
斬
雙
・
武
、
宥
其
妻
子
。
以
左
衞
將

軍
苻
雅
爲
秦
州
刺
史
。
八
月
、
以
長
樂
公
丕
爲
雍
州
刺
史
。

九
月
、
王
猛
等
拔
蒲
阪
、
斬
晉
公
柳
及
其
妻
子
。
猛
屯
蒲
阪
、
遣
鄧

羌
與
王
鑒
等
會
攻
陝
城
。

十
二
月
、
秦
王
猛
等
拔
陝
城
、
獲
魏
公
廋
、
送
長
安
。
秦
王
堅
問
其

所
以
反
、
對
曰
「
臣
本
無
反
心
、
但
以
弟
兄
屢
謀
逆
亂
、
臣
懼
幷
死
、

故
謀
反
耳
。」
堅
泣
曰
、「
汝
素
長
者
、
固
知
非
汝
心
也
。
且
高
祖
不

可
以
無
後
。」
乃
賜
廋
死
、
原
其
七
子
、
以
長
子
襲
魏
公
、
餘
子
皆

封
縣
公
、
以
嗣
越
厲
王
及
諸
弟
之
無
後
者
。
苟
太
后
曰
「
廋
與
雙
俱

反
、
雙
獨
不
得
置
後
、
何
也
。」
堅
曰
「
天
下
者
、
高
祖
之
天
下
、

高
祖
之
子
不
可
以
無
後
。
至
於
仲
羣
、
不
顧
太
后
、
謀
危
宗
廟
、
天

下
之
法
、
不
可
私
也
。」
以
范
陽
公
抑
爲
征
東
大
將
軍
・
幷
州
刺
史
、

鎭
蒲
阪
。
鄧
羌
爲
建
武
將
軍
・
洛
州
刺
史
、
鎭
陝
城
。
擢
姚
眺
爲
汲

郡
太
守
。

（　

）
内
は
報
告
者
補
筆
。

（
17
）　

藤
井
「
前
秦
に
お
け
る
君
主
権
と
宗
室
」
参
照
。
藤
井
氏
は
四
公

の
乱
以
前
の
前
秦
苻
堅
期
を
、
事
実
上
出
鎮
宗
室
に
よ
る
分
裂
状
態

で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
。
こ
れ
は
氏
の
い
う
宗
室
的
軍
事
封
建
制

の
上
部
構
造
、
す
な
わ
ち
君
主
と
宗
室
と
の
関
係
、
が
機
能
し
て
い

な
い
事
を
意
味
す
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
藤
井
氏
は
四
公
の
乱

平
定
後
の
後
任
人
事
を
宗
室
的
軍
事
封
建
制
の
上
部
構
造
再
構
築
で

あ
る
と
見
做
す
の
で
あ
る
。

（
18
）　

後
趙
に
つ
い
て
は
町
田
隆
吉
「
後
趙
政
権
下
の
氐
族
に
つ
い
て
│

「
五
胡
」
諸
政
権
の
構
造
理
解
に
む
け
て
」（『
史
正
』
七
、一
九
七
九

年
）、
拙
稿
「
後
趙
に
お
け
る
君
主
と
軍
事
力
│
石
虎
即
位
以
前
を

中
心
と
し
て
│
」（『
立
命
館
史
学
』
三
五
、 

二
〇
一
四
年
）、拙
稿
「
石

虎
即
位
以
後
に
お
け
る
後
趙
の
政
変
に
関
す
る
一
考
察
│
君
主
位
に

対
す
る
理
解
を
中
心
に
│
」（『
東
洋
史
苑
』
八
四
、 

二
〇
一
五
年
）

が
あ
り
、
前
燕
に
つ
い
て
は
關
尾
史
郎
「
前
燕
政
権
（
三
三
七
│

三
七
〇
年
）
成
立
の
前
提
」（『
歴
史
学
研
究
』
一
、 

一
九
八
一
年
）

が
あ
り
、
後
秦
に
つ
い
て
は
關
尾
史
郎
「「
大
営
」
小
論
│
後
秦
政

権
（
三
八
四
年
〜
四
一
七
年
）
の
軍
事
力
と
徙
民
措
置
│
」（
栗
原

益
男
先
生
古
希
記
念
論
集
編
集
委
員
会
『
栗
原
益
男
先
生
古
希
記
念

論
集　

中
国
の
法
と
社
会
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
）、
關
尾
史

郎
「
後
秦
政
権
の
鎮
人
・
鎮
戸
制
と
徙
民
措
置
」（『
東
ア
ジ
ア
│
歴

史
と
文
化
』
一
二
、 

二
〇
一
二
年
）
等
が
あ
り
、
宗
室
的
軍
事
封
建
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制
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
そ
の
全
て
の
論
稿
が
宗
室

的
軍
事
封
建
制
の
全
面
否
定
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

（
19
）　
『
資
治
通
鑑
』
は
後
将
軍
と
す
る
。
前
掲
注
16
『
資
治
通
鑑
』
を

参
照
。
彼
が
後
禁
将
軍
で
あ
る
な
ら
ば
、
⑦
王
鑒
と
共
に
、
肩
書
き

と
し
て
は
禁
衛
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
人
物
が
動
員
さ
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
羽
林
騎
を
率
い
た
と
明
記
さ
れ
る
⑪
苻
雅
・
⑫
竇
衝
の
様
に

禁
衛
の
軍
隊
と
の
関
係
を
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
苻
堅
の
禁

衛
を
率
い
て
い
た
人
物
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
③
王
猛
も
騎
都
尉
の

任
に
あ
り
、
禁
衛
の
一
角
を
担
っ
て
い
る
と
思
し
い
。
禁
衛
の
指
揮

官
が
宗
室
、
氐
族
、
漢
族
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
事
は
、
苻

堅
政
権
の
性
格
を
見
る
上
で
、
非
常
に
示
唆
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
前
秦
を
含
め
た
当
時
の
禁
衛
に
つ
い
て
は
、
張
金
龍
『
魏
晋

南
北
朝
禁
衛
武
官
制
度
研
究
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
20
）　

三
六
一
年
の
事
と
し
て
、『
晋
書
』
に
以
下
の
記
事
が
あ
る
。

『
晋
書
』
巻
一
百
十
四　

王
猛
附
伝

時
猛
年
三
十
六
、
歲
中
五
遷
、
權
傾
内
外
、
宗
戚
舊
臣
皆
害
其
寵
。

尚
書
仇
騰
・
丞
相
長
史
席
寶
數
譖
毀
之
、
堅
大
怒
、
黜
騰
爲
甘
松
護

軍
、
寶
白
衣
領
長
史
、
爾
後
上
下
咸
服
、
莫
有
敢
言
。

（
21
）　
『
太
平
御
覧
』
巻
一
百
二
十
二　

偏
覇
部
所
引
『
十
六
国
春
秋
』

前
秦
録
に
、

十
二
月
、
羌
至
自
成
都
、
堅
引
見
東
堂
、
謂
之
曰
「
將
軍
之
先
仲
華
、

遇
漢
世
祖
於
前
、
將
軍
復
逢
朕
於
後
、
何
鄧
氏
之
多
幸
。」

と
あ
り
、
後
掲
注
22
の
『
元
和
姓
纂
』
が
鄧
羌
を
鄧
禹
の
孫
の
鄧
隲

の
末
裔
で
あ
る
と
し
て
い
る
事
か
ら
も
、
当
時
鄧
羌
は
鄧
禹
の
末
裔

に
連
な
る
鄧
氏
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
資

治
通
鑑
』
巻
一
百
二　

海
西
公
太
和
五
年
（
三
七
〇
）
条
に
前
燕
討

伐
の
遠
征
中
の
事
と
し
て
、

壬
戌
、
猛
遣
將
軍
徐
成
覘
燕
軍
形
要
、
期
以
日
中
。
及
昏
而
返
、
猛

怒
、
將
斬
之
。
鄧
羌
請
之
曰
「
今
賊
衆
我
寡
、
詰
朝
將
戰
。
成
、
大

將
也
、
宜
且
宥
之
。」
猛
曰
「
若
不
殺
成
、
軍
法
不
立
。」
羌
固
請
曰

「
成
、
羌
之
郡
將
也
、
雖
違
期
應
斬
、
羌
願
與
成
効
戰
以
贖
之
。」
猛

弗
許
。
羌
怒
、
還
營
、
嚴
鼓
勒
兵
、
將
攻
猛
。
猛
問
其
故
、
羌
曰
「
受

詔
討
遠
賊
。
今
有
近
賊
、自
相
殺
、欲
先
除
之
。」
猛
謂
羌
義
而
有
勇
、

使
語
之
曰
「
將
軍
止
、
吾
今
赦
之
。」
成
既
免
、
羌
詣
猛
謝
。
猛
執

其
手
曰
「
吾
試
將
軍
耳
、
將
軍
於
郡
將
尚
爾
、
況
國
家
乎
、
吾
不
復

憂
賊
矣
。」

と
あ
り
、
鄧
羌
は
将
軍
の
徐
成
を
守
る
た
め
、
総
司
令
官
の
王
猛
に

逆
ら
う
動
き
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
鄧
羌
が
安
定
の
豪
族
と
し

て
そ
の
地
の
人
材
を
守
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
と
み
て
大
過
あ
る
ま

い
。
何
故
な
ら
ば
、
鄧
羌
自
ら
徐
成
が
「（
鄧
）
羌
の
郡
將
」
で
あ

る
事
を
理
由
と
し
て
、
徐
成
の
罪
を
知
っ
た
う
え
で
「（
徐
）
成
と

効
戰
し
て
以
て
之
を
贖
わ
ん
こ
と
」
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
前
秦
に
お
け
る
安
定
郡
が
鄧
羌
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
た

事
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
基
づ
け
ば
鄧
羌
は
、
前
秦

に
お
い
て
鄧
禹
の
血
を
引
く
豪
族
と
し
て
安
定
を
代
表
す
る
よ
う
な

立
場
に
あ
っ
た
と
見
做
し
得
、
そ
れ
は
鄧
羌
を
漢
族
と
す
る
根
拠
と

な
ろ
う
。

（
22
）　
『
元
和
姓
纂
』
巻
九　

鄧

安
定
。
隲
七
代
孫
晉
生
武
威
太
守
、
因
居
安
定
、
始
家
焉
。
子
羌
、

苻
秦
幷
州
牧
・
左
僕
射
。



41 前秦苻堅政権論序説（小野）
（
23
）　

主
と
し
て
⑥
張
蚝
に
関
係
す
る
記
述
で
あ
る
が
、
史
料
に
以
下
の

よ
う
に
あ
る
。

『
太
平
御
覧
』
巻
三
百
八
十
六　

人
事
部
二
十
七　

健　

所
引
『
十
六

国
春
秋
』
前
秦
録

又
前
秦
録
曰
、
張
蚝
本
姓
弓
、
上
黨
泫
氏
人
也
。
膂
力
過
人
、
能
却

曳
牛
走
、
張
平
愛
而
子
之
。
淫
于
平
妾
、
知
而
責
之
。
蚝
慚
、
割
陰

以
自
誓
、
遂
爲
閹
人
。
堅
甚
寵
之
、
常
侍
左
右
、
終
爲
名
將
。
所
在

有
殊
功
、
稱
鄧
羌
・
張
蚝
萬
人
敵
也
。

（
24
）　

た
だ
王
氏
の
中
で
も
有
名
だ
と
さ
れ
る
の
は
太
原
・
琅
邪
・
北
海
・

陳
留
・
東
海
・
高
平
・
京
兆
・
天
水
・
東
平
・
新
蔡
・
新
野
・
山
陽
・

中
山
・
章
武
・
東
萊
・
河
東
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
に
武
都
が
無
い
点

か
ら
、
少
な
く
と
も
有
力
氏
族
で
は
な
い
事
は
窺
え
る
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
一　

烈
王
七
年
（
前
三
六
九
）　

魏
大
夫
王
錯
出
奔

韓
条
胡
註

姓
譜
、
王
氏
之
所
自
出
非
一
。
出
太
原
・
琅
邪
者
、
周
靈
王
太
子
晉

之
後
。
北
海
・
陳
留
、
齊
王
田
和
之
後
。
東
海
出
自
姬
姓
。
高
平
・

京
兆
、
魏
信
陵
君
之
後
。
天
水
・
東
平
・
新
蔡
・
新
野
・
山
陽
・
中

山
・
章
武
・
東
萊
・
河
東
者
、
殷
王
子
比
干
爲
紂
所
害
、
子
孫
以
王

者
之
後
、
號
曰
王
氏
。
余
謂
此
皆
後
世
以
諸
郡
著
姓
言
之
耳
。
春
秋

之
時
自
有
王
姓
、
莫
能
審
其
所
自
出
。

（
25
）　
『
元
和
姓
纂
』
巻
十　

郭

馮
翊
。
魏
雍
州
刺
史
準
。
孫
正
、
因
官
馮
翊
、
居
焉
。
裔
孫
彦
、
周

兵
部
尚
書
。

（
26
）　

丁
零
翟
氏
は
、
段
連
勤
『
丁
零
、
高
車
与
鉄
勒
』（
上
海
人
民
出

版
社
、
一
九
八
八
年
）
に
よ
る
と
、
主
と
し
て
中
山
や
常
山
に
居
し
、

後
趙
や
前
燕
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、
前
秦
と
関
わ
る
の
は
前
燕
併
呑

後
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
果
た
し
て
そ
れ
以
前
に
関
中
に
流
れ
て
き
た

グ
ル
ー
プ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
も
そ
も
丁
零
翟
氏
で
は
な
い
の

か
即
断
で
き
な
い
。

（
27
）　

前
秦
の
宗
室
は
、
四
公
達
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
多
く
が

「
公
」
の
爵
位
を
持
つ
。
そ
の
中
で
苻
雅
の
爵
位
が
「
侯
」
で
あ
る

事
は
、
彼
が
苻
堅
に
と
っ
て
疏
族
で
あ
る
と
見
做
し
得
る
根
拠
と
な

ろ
う
。

（
28
）　

こ
の
時
の
前
秦
の
状
況
を
外
か
ら
見
た
評
価
と
し
て
、
前
燕
の
慕

容
徳
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
彼
は
四
公
の
乱
の
発
生
が
前
燕
に
と
っ

て
前
秦
攻
略
の
好
機
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
。
胡
三
省
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
慕
容
徳
の
言
う
前
秦
の
五
分
状
態
は
、
四
公
と
苻

堅
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
前
秦
の
動
揺
が
如
何
に
大
き
く
、
且

つ
そ
れ
が
外
部
か
ら
も
見
て
取
れ
る
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
か
が
窺

い
知
れ
よ
う
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一　

海
西
公
太
和
三
年
（
三
六
九
）
条

燕
魏
尹
范
陽
王
德
上
疏
、
以
爲
「
先
帝
應
天
受
命
、
志
平
六
合
。
陛

下
纂
統
、
當
繼
而
成
之
。
今
苻
氏
骨
肉
乖
離
、
國
分
爲
五
、〔
蒲
阪
・

陝
城
・
上
邽
・
安
定
與
長
安
爲
五
。〕
投
誠
請
援
、
前
後
相
尋
、
是

天
以
秦
賜
燕
也
。（
…
後
略
）」

〔　

〕
内
胡
註

（
29
）　

王
猛
は
元
々
、
崇
高
山
に
隠
遁
し
て
い
た
所
に
、
前
秦
の
重
臣
の

一
人
で
あ
る
李
威
の
紹
介
で
そ
の
存
在
を
知
っ
た
苻
堅
に
招
聘
さ
れ

て
仕
官
し
た
。
楊
安
は
前
仇
池
か
ら
の
亡
命
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は

い
ず
れ
も
、
完
全
に
単
身
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
身
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の
手
勢
、
特
に
軍
を
組
織
で
き
る
規
模
の
人
員
を
率
い
て
い
た
と
は

到
底
考
え
ら
れ
な
い
人
々
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
前
秦
の
軍
事
面

の
中
核
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
達
で
も
あ
る
。

（
30
）　

事
実
、
谷
川
「
五
胡
十
六
国
史
上
に
お
け
る
苻
堅
の
位
置
」
に
お

い
て
、
谷
川
氏
は
四
公
に
つ
い
て
君
主
を
掣
肘
す
る
性
格
を
有
す
る

と
見
做
し
て
い
る
。

（
31
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一　

哀
帝
興
寧
二
年
（
三
六
四
）
条

秦
汝
南
公
騰
謀
反
、
伏
誅
。
騰
、
秦
主
生
之
弟
也
。
是
時
、
生
弟
晉

公
柳
等
猶
有
五
人
、
王
猛
言
於
堅
曰
「
不
去
五
公
、
終
必
爲
患
。」

堅
不
從
。

（
32
）　

藤
井
「
前
秦
に
お
け
る
君
主
権
と
宗
室
」
に
お
い
て
、
藤
井
氏
は

こ
れ
に
よ
っ
て
苻
堅
と
宗
室
の
対
決
が
避
け
が
た
い
も
の
に
な
っ
た

と
見
做
す
。

（
33
）　

谷
川
『
世
界
帝
国
の
形
成
』（
講
談
社
、
一
九
七
七
年
）
参
照
。

（
34
）　

町
田
「
後
趙
政
権
下
の
氐
族
に
つ
い
て
│
「
五
胡
」
諸
政
権
の
構

造
理
解
に
む
け
て
」
参
照
。

（
35
）　
『
三
国
志
』
巻
三
十　

魏
書　

烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝　

裴
松
之
注
引

『
魏
略
』
西
戎
伝

氐
人
有
王
。（
…
中
略
…
）
其
俗
、
語
不
與
中
國
同
、
及
羌
雜
胡
同
、

各
自
有
姓
、
姓
如
中
國
之
姓
矣
。
其
衣
服
尚
青
絳
。
俗
能
織
布
、
善

田
種
、
畜
養
豕
牛
馬
驢
騾
。

（
36
）　

三
崎
『
五
胡
十
六
国　

中
国
史
上
の
民
族
大
移
動
』
に
よ
る
と
、

氐
族
は
前
漢
代
に
既
に
農
業
を
中
心
と
し
た
経
済
に
移
行
し
た
と
い

う
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
馬
長
寿
『
氐
与
羌
』（
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
八
四
年
）
も
、
氐
族
が
漢
族
の
習
俗
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て

い
た
と
す
る
。
楊
銘
『
氐
族
史
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
四
年
）

は
更
に
踏
み
込
ん
で
、
漢
魏
の
間
に
氐
族
社
会
は
氏
族
制
を
解
体
し

た
と
述
べ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
氐
族
の
社
会
が
、
匈
奴
や
鮮
卑
等
の

遊
牧
を
生
業
と
す
る
社
会
と
は
異
な
る
様
相
を
し
て
い
た
事
は
疑
い

な
い
。

（
37
）　

苻
健
が
前
秦
を
建
国
す
る
前
、
軍
閥
の
杜
洪
が
拠
る
長
安
を
攻
め

落
と
そ
う
と
し
て
進
軍
す
る
際
に
、
苻
菁
を
派
遣
し
て
渭
北
を
攻
め

さ
せ
た
。
そ
の
後
の
事
と
し
て
『
資
治
通
鑑
』
巻
九
十
八　

穆
帝
永

和
六
年
（
三
六
〇
）
条
は

苻
菁
與
張
先
戰
于
渭
北
、
擒
之
、
三
輔
郡
縣
堡
壁
皆
降
。
冬
、
十
月
、

苻
健
長
驅
至
長
安
、
杜
洪
・
張
琚
奔
司
竹
。

と
記
す
。
こ
の
事
か
ら
、前
秦
の
基
と
な
っ
た
氐
族
苻
氏
集
団
に「
三

輔
郡
県
堡
壁
」
が
含
ま
れ
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
「
堡

壁
」
は
石
井
仁
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
関
中
の
村
塢
に
つ
い
て
」（『
駒

沢
史
学
』
七
四
、二
〇
一
〇
年
）
に
よ
る
と
、
村
塢
と
い
う
郷
党
・

流
民
・
非
漢
族
等
が
雑
居
し
自
衛
自
治
自
給
自
足
的
な
性
格
を
持
つ

集
落
と
同
質
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
漢
族
非
漢
族
を

問
わ
ず
当
地
に
乱
立
し
て
い
た
村
塢
が
苻
健
へ
降
っ
た
も
の
と
理
解

す
る
。

（
38
）　

藤
井
秀
樹
「
前
秦
政
権
と
天
水
尹
氏
」（『
古
代
文
化
』
五
三
│
五
、

二
〇
〇
一
年
）
は
、
苻
洪
以
来
前
燕
征
服
以
前
の
前
秦
を
、
氐
と
関

中
漢
人
と
の
連
合
政
権
的
性
格
を
有
し
て
い
た
国
で
あ
る
と
す
る
。

（
39
）　

苻
生
が
そ
の
治
世
下
に
お
い
て
、
氐
族
に
限
ら
ず
建
国
以
来
の
有

力
人
物
を
次
々
と
粛
清
し
て
い
っ
た
事
と
、
宗
室
へ
の
重
用
は
表
裏

の
関
係
に
あ
る
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
苻
生
政
権
へ
の
分
析
に
つ
い
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て
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
贅
言
し
な
い
。

（
40
）　

川
本
芳
昭
「
民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
み
た
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
時

代
史
の
研
究
動
向
」（『
中
国
史
学
』
一
一
、 

二
〇
〇
一
年
、
後
に
同

『
東
ア
ジ
ア
古
代
に
お
け
る
諸
民
族
と
国
家
』
汲
古
書
院
、

二
〇
一
五
年
に
所
収
）
参
照
。

（
41
）　

王
猛
と
共
に
苻
堅
を
支
え
た
宗
室
の
苻
融
も
、
苻
堅
の
同
母
弟
で

あ
り
、
そ
の
立
場
は
苻
雅
等
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
中
で
苻
堅
の
従

兄
弟
の
苻
洛
が
、優
秀
な
が
ら
苻
堅
と
そ
り
が
合
わ
な
か
っ
た
事
は
、

苻
堅
政
権
の
宗
室
を
見
る
上
で
重
要
な
視
点
と
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
し
た
い
。

（
42
）　

藤
井
「
前
秦
政
権
と
天
水
尹
氏
」
参
照
。

（
43
）　

石
井
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
関
中
の
村
塢
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
44
）　

苻
生
は
概
説
的
に
は
暴
君
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
苻
生
の「
暴
政
」

の
中
心
は
官
僚
の
殺
害
で
あ
り
、
土
木
事
業
や
奢
侈
に
つ
い
て
は
確

認
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
急
速
な
中
央
集
権
で
あ
る
と
見
る

事
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
蒋
福
亜
氏
は
、
人
才
を
重
要
視
し
な

か
っ
た
点
は
別
と
し
て
、苻
生
の
暴
君
性
に
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

蒋
福
亜
「
苻
生
論
」（『
遼
寧
大
学
学
報
』
一
一
〇
、 

一
九
九
一
年
）、

同
『
前
秦
史
』（
北
京
師
範
学
院
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
45
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百　

東
晋
穆
帝
升
平
元
年
（
三
五
七
）
条

生
夜
對
侍
婢
言
曰
「
阿
法
兄
弟
亦
不
可
信
、
明
當
除
之
。」
婢
以
告

堅
及
堅
兄
清
河
王
法
。
法
與
梁
平
老
及
特
進
光
祿
大
夫
強
汪
帥
壯
士

數
百
潛
入
雲
龍
門
、
堅
與
呂
婆
樓
帥
麾
下
三
百
人
鼓
譟
繼
進
、
宿
衞

將
士
皆
舍
仗
歸
堅
。

（
46
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百　

穆
帝
升
平
二
年
（
三
五
八
）
条

秦
王
堅
自
將
討
張
平
、
以
鄧
羌
爲
前
鋒
督
護
、
帥
騎
五
千
、
軍
于
汾

上
。
平
使
養
子
蚝
禦
之
。
蚝
多
力
趫
捷
、
能
曳
牛
卻
走
、
城
無
高
下
、

皆
可
超
越
。
與
羌
相
持
旬
餘
、
莫
能
相
勝
。
三
月
、
堅
至
銅
壁
、
平

盡
衆
出
戰
、
蚝
單
馬
大
呼
、
出
入
秦
陳
者
四
・
五
。
堅
募
人
生
致
之
、

鷹
揚
將
軍
呂
光
刺
蚝
、
中
之
、
鄧
羌
擒
蚝
以
獻
、
平
衆
大
潰
。
平
懼
、

請
降
。
堅
拜
平
右
將
軍
、
以
蚝
爲
虎
賁
中
郎
將
。
蚝
、
本
姓
弓
、
上

黨
人
也
。
堅
寵
待
甚
厚
、
常
置
左
右
。
秦
人
稱
鄧
羌
・
張
蚝
皆
萬
人

敵
。
光
、
婆
樓
之
子
也
。
堅
徙
張
平
部
民
三
千
餘
戸
于
長
安
。

（
47
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一　

哀
帝
興
寧
三
年
（
三
六
五
）
条

匈
奴
右
賢
王
曹
轂
・
左
賢
王
劉
衞
辰
皆
叛
秦
。
轂
帥
衆
二
萬
寇
杏
城
、

秦
王
堅
自
將
討
之
、
使
衞
大
將
軍
李
威
・
左
僕
射
王
猛
輔
太
子
宏
留

守
長
安
。
八
月
、
堅
擊
轂
、
破
之
、
斬
轂
弟
活
、
轂
請
降
、
徙
其
豪

傑
六
千
餘
戸
于
長
安
。

（
48
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一　

海
西
公
太
和
元
年
（
三
六
六
）
条

秦
輔
國
將
軍
王
猛
・
前
將
軍
楊
安
・
揚
武
將
軍
姚
萇
等
帥
衆
二
萬
寇

荊
州
、
攻
南
鄕
郡
。
荊
州
刺
史
桓
豁
救
之
、
八
月
、
軍
于
新
野
。
秦

兵
掠
安
陽
民
萬
餘
戸
而
還
。

（
49
）　

③
の
ケ
ー
ス
は
長
安
に
徙
民
し
た
と
は
確
認
で
き
な
い
が
、
長
安

か
ら
出
陣
し
た
王
猛
ら
が
「
還
」
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
長
安
に
連

行
し
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
徙
民
元
に
つ
い
て
は
、

『
資
治
通
鑑
』
本
文
に
は
安
陽
と
あ
る
が
、
胡
三
省
の
指
摘
に
従
い
、

『
晋
書
』
が
言
う
よ
う
に
漢
陽
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
一　

海
西
公
太
和
元
年
（
三
六
六
）　

秦
兵
掠

安
陽
民
萬
餘
戸
而
還
条
胡
註

安
陽
縣
、
漢
屬
漢
中
郡
。
魏
置
魏
興
郡
、
安
陽
屬
焉
。
晉
省
。
秦
攻
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南
鄕
而
退
、
安
能
深
入
山
阻
、
掠
安
陽
之
民
乎
。
載
記
作
漢
陽
、
謂

漢
水
之
北
也
。
當
從
載
記
爲
是
。

（
50
）　

三
崎
『
五
胡
十
六
国　

中
国
史
上
の
民
族
大
移
動
』
参
照
。
ま
た

当
該
時
期
の
徙
民
に
つ
い
て
は
、
周
一
良
「
徙
民
与
流
民
」『
魏
晋

南
北
朝
史
札
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
や
、
關
尾
史
郎
「
古

代
中
国
に
お
け
る
移
動
と
東
ア
ジ
ア
」『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
一
九　

移
動
と
移
民
│
地
域
を
結
ぶ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
年
）
等
も
参
照
。

（
51
）　

唐
長
孺
氏
は
『
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
史
三
論
』（
武
漢
大
学
出
版
社
、

一
九
九
三
年
。
後
に
、『
唐
長
孺
文
集
四
』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
一

年
に
所
収
。）
に
お
い
て
、
前
秦
を
含
め
た
五
胡
諸
国
の
兵
制
を
、

非
漢
族
の
部
落
が
兵
士
の
構
成
の
基
盤
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
但
し

漢
族
の
兵
士
は
身
分
面
で
の
民
族
差
別
を
除
く
と
、
大
規
模
な
軍
事

行
動
時
に
動
員
さ
れ
る
と
い
う
点
で
同
様
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、『
魏

晋
南
北
朝
隋
唐
史
』（『
唐
長
孺
文
集
八
』、中
華
書
局
、二
〇
一
一
年
。）

に
お
い
て
は
、
前
秦
の
軍
事
の
中
核
的
存
在
を
氐
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
論
の
分
析
に
基
づ
け
ば
、
非
漢
族
部
落
で
は
な

い
兵
士
も
、
特
に
苻
堅
政
権
に
お
い
て
、
政
権
の
中
核
を
担
う
重
要

な
位
置
づ
け
に
あ
る
と
い
う
事
が
出
来
よ
う
。
前
掲
注
38
で
も
述
べ

た
よ
う
に
、
藤
井
「
前
秦
政
権
と
天
水
尹
氏
」
は
、
前
秦
政
権
が
氐

と
関
中
漢
人
の
連
合
政
権
だ
と
述
べ
る
が
、
本
稿
で
述
べ
て
い
る
よ

う
に
関
中
漢
人
を
も
含
め
た
多
様
な
人
々
が
、
苻
堅
の
指
揮
下
に
置

か
れ
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

（
52
）　

エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
氏
は
、
苻
堅
に
つ
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト
族
が
純
軍

事
的
組
織
を
構
成
し
、
そ
こ
に
部
族
組
織
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た

事
か
ら
、
部
族
身
分
を
考
慮
せ
ず
、
非
チ
ベ
ッ
ト
族
を
含
め
た
全
軍

を
苻
堅
の
下
に
組
織
し
た
と
言
う
。
但
し
、エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
氏
は
、

具
体
的
論
証
を
せ
ず
、
ま
た
そ
の
内
情
を
明
ら
か
に
す
る
事
無
く
、

こ
れ
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
或
は
本
論
の
述
べ
た
体
制
が
、
氏
の
言

及
す
る
前
秦
軍
の
内
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
氏

の
所
論
に
つ
い
て
は
、W

olfram
 E

berhard, G
eschichte C

hinas, 

A
lfred kröner Verlag, Stuttgart, 1980

参
照
。
ま
た
同
書
の
翻
訳

と
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
・
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
著
、
大
室
幹
雄
・
松

平
い
を
子
訳
『
中
国
文
明
史
』（
筑
摩
書
房
、一
九
九
一
年
）
が
あ
る
。

（
53
）　

石
井
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
関
中
の
村
塢
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、

淝
水
の
戦
い
の
敗
北
後
も
、
苻
堅
に
味
方
す
る
塢
の
存
在
が
指
摘
さ

れ
る
。
谷
川
「
五
胡
十
六
国
史
上
に
お
け
る
苻
堅
の
位
置
」
は
、
苻

堅
死
後
の
前
秦
の
粘
り
強
い
抵
抗
に
、
苻
堅
政
権
の
健
全
さ
を
見
出

す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
で
苻
堅
や
前
秦
を
支
え
る
人
々
に
胡
漢

の
別
は
見
出
せ
な
い
し
、
塢
を
除
け
ば
地
域
性
も
薄
い
と
言
わ
ざ
る

を
得
ず
、
彼
ら
は
前
秦
の
名
の
下
に
集
っ
た
多
様
な
人
々
で
あ
っ
た

と
見
做
し
得
よ
う
。

（
54
）　

淝
水
の
戦
い
以
後
に
も
、
塢
は
存
在
し
、
混
乱
す
る
関
中
の
政
局

の
中
で
、
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
詳
し
く
は
、
石
井
「
六
朝

時
代
に
お
け
る
関
中
の
村
塢
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
55
）　

谷
川
道
雄
「
総
説　

中
国
皇
帝
論
の
試
み
」（『
古
代
文
化
』
五
二

│
八
、二
〇
〇
〇
年
）
八
頁
。

（
56
）　

蔣
福
亜
『
前
秦
史
』
で
、
蔣
福
亜
氏
は
苻
堅
に
よ
る
王
猛
の
登
用

と
、
そ
れ
に
伴
う
綱
紀
粛
清
等
の
諸
政
策
に
よ
っ
て
、
中
央
集
権
化

が
行
わ
れ
た
と
言
う
。
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
た
も
の
と
し
て
、
苻
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堅
の
掌
握
す
る
軍
隊
の
存
在
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
57
）　

本
論
で
取
り
上
げ
た
人
物
で
言
え
ば
、
張
蚝
は
苻
丕
の
許
へ
駆
け

つ
け
て
い
る
し
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
王
猛
の
息
子
の
王
永
、
鄧

羌
の
息
子
の
鄧
景
は
そ
れ
ぞ
れ
苻
丕
に
味
方
し
て
い
る
。
ま
た
後
に

独
立
す
る
呂
光
、
竇
衝
に
つ
い
て
も
、
苻
堅
の
生
前
に
は
自
立
し
て

い
な
い
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
彼
ら
も
苻
堅
政
権
の
崩
壊
に
は
左

程
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
見
做
せ
よ
う
。

【
付
記
】

　

本
論
は
、
二
〇
一
五
年
五
月
に
行
わ
れ
た
第
六
十
四
回
東
北
中
国
学
会

大
会
第
二
分
科
会
に
お
け
る
報
告
を
、
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
場
に
お
い
て
多
く
の
貴
重
な
御
質
問
や
御
意
見
を
賜
っ
た
。
参
加
さ
れ

た
先
生
方
に
対
し
て
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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【四公の乱関連年表】

年月 出来事

357年 6月 苻堅が兄の苻法等と共にクーデターを起こし、前秦皇帝苻生を廃し殺害。苻
堅が大秦天王に即位する。

364年 8月 汝南公の苻騰が謀反するが、誅殺される。

364年 苻堅が、諸公国の国官人事を吏部に回収する。

365年 10月 淮南公の苻幼が杏城の衆を率いて反乱し、長安を攻める。長安を守備してい
た李威が撃退し、苻幼を斬る。なお、この反乱には、密かに苻柳と苻双が通
じていたが呼応する事は無く、苻堅も彼らの通謀を不問にした。

367年 10月 四公の乱が起こる。

368年 1月 苻堅が四公の討伐を開始する。
楊成世・毛嵩は苻双（上邽）・苻武（安定）討伐へ出陣する。
王猛・鄧羌は苻柳（蒲坂）討伐へ出陣する。
楊安・張蚝は苻庾（陝城）討伐へ出陣する。
苻庾が前燕に降伏し援軍を要求するが前燕は拒否。しかし苻堅は前燕を警戒
して、華陰に盛兵を配置する。

368年 3月 楊成世が苻双に、毛嵩が苻武に敗北する。
西部方面に王鑒・呂光・郭将・翟傉・苻雅・竇衝を追加派遣する。王鑒以下
が三万人、苻雅以下が羽林七千騎をそれぞれ率いる。
王鑒らは苻双らと楡眉で対峙。王鑒は呂光の作戦を採用し、二旬の間待機し、
引き始めた苻双の将の苟興を打ち破り、大勝する。苻武は安定を捨て、二人
で上邽に奔る。

368年 5月 挑戦に応じない王猛を無視して、苻柳は世子の苻良を蒲坂の守備に残し、
二万を率いて一気に長安を攻めようとした。その道中に七千を率いた鄧羌が
夜襲し勝利。敗走する苻柳を王猛が追撃し、苻柳は数百を率いて蒲坂へ入城
する。

368年 7月 王鑒が上邽を陥落させ、苻双・苻武を斬る。
苻雅を秦州刺史とする。

368年 8月 苻丕を雍州刺史とする。

368年 9月 王猛が蒲坂を陥落させ、苻柳とその妻子を斬る。
王猛は蒲坂に駐屯し、鄧羌を派遣して王鑒らと合流させ、陝城を攻撃する。

368年 12月 王猛らが陝城を陥落させ、苻庾を捕らえて長安へ送る。苻庾の子は許され襲
爵したものの、苻庾本人は処刑される。四公の乱の平定。
苻抑を征東大将軍・幷州刺史として蒲坂に出鎮させる。
鄧羌を建武将軍・洛州刺史として陝城に出鎮させる。
苻庾の主簿であった姚眺を汲郡太守とする。
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